
様式第２号（第６条関係）その１ 最低制限価格制度用

（委託番号　第１号）

契約締結年月日

岡山県倉敷市西阿知町９８８‐１                                                                                                  青木　克己          

岡山県倉敷市平田２２６                                                                                                          山田　曉            

岡山県倉敷市早高７２７‐１                                                                                                      清水　守            

岡山県倉敷市安江５２２‐９                                                                                                      池田　謙三          

岡山県倉敷市羽島２１４‐１                                                                                                      椿　榮二            

岡山県倉敷市加須山２６８‐１                                                                                                    道満　芳昭          

岡山県倉敷市鶴形１‐４‐１１                                                                                                    半田　靖次郎        

岡山県倉敷市中央２‐１０‐１２                                                                                                  中村　陽二          

円

円  （注３）左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。

当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占め

る法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働

円 者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

変更契約（ 年 月 日）

円

入　札　公　表　閲　覧　文　書

工事等の名称 路線・河川名 工事等の場所 入札（予定）年月日

岡山県立倉敷青陵高等学校所属名

（有）象建築設計 2,470,000

倉敷市羽島１０４６－２

（有）清水守建築事務所 辞退

10時00分

契約締結の日から
１００日間

辞退

令和6年4月19日

丸満エネルギー（株） 5,000,000

くじ

（有）青木建築設計事務所

入札経過，入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

建築一般

落札（株）暁建築設計事務所 2,480,000

自転車置場の設置　木造倉庫の撤去　体育館・武道場・くすのき会館の既設照明器具を撤去し、ＬＥＤ照明器具を設置

種別 指名業者指名理由等

工事概要 工期（予定）

工事等指名業者／入札業者

所在地 商号又は名称

県立倉敷青陵高校自転車置場増築等工事　実施設計委託　

代表者氏名 第１回 第２回 第３回 備考

（株）椿 2,470,000

くじ

（有）リスプ 辞退

（株）三木設計 2,480,000

 無効/失格

 無効/失格

変 更 契 約 後 の 金 額
変 更 契 約 を 締 結 し た 理 由 等

（消費税及び地方消費税相当額込）

最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ） 2,480,000

（ 参 考 ） 上 記 予 定 価 格 に
含 ま れ る 法 定 福 利 費 相 当 額

 （注２）左記の予定価格及び最低制限価格は，消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

 （注４）契約締結後は，落札業者を契約の相手方と，落札金額にその100分の10に相当する額を加算
　　　 した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

予 定 価 格 （ 税 抜 ） 3,100,000  （注１）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上
 　　　の申込みに係る価格である。


